
 

〇 よろしくお願いします 

 前任の廣田校長より引継ぎ、学校長として着任いたしました佐野浩一郎と申します。３月まで

は、長野県教育委員会事務局高校教育課、高校再編推進室長を務めておりました。事務局に勤め

ていますと、時代の変化を感ぜずにはいられません。少子化に歯止めが効かず、昨年突然に打ち

出されたいわゆる高校無償化問題、公立高校へのテコ入れ。本当に予想がつかない事態が、次か

ら次へと起こり対応をしていかねばなりませんでした。高校時代、どのような力を付けなければ

いけないのか。人から与えられるものだけでは到底太刀打ちできません。自主・自立の姿勢で、

高校時代に、未完成ながらアイデンティティを確立していってもらいたいと考えます。そのため

のサポートを教職員一同全力でしてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

〇 入学式   

４月４日（土）全日制 281名、定時制 10名の新入 

生を迎え、入学式が行われました。写真は入学式 

前日に、私が撮ったものです。例年より、桜の開花が 

早く、長野高校の敷地の桜も８分咲きでした。当日は、 

雨の予報でしたが、何とか天気も持ちこたえ、勧誘の 

ビラ配りも行われ、新入生にとってスタートを切る 

佳き日になったと思います。 

〇 始業式 

 ４月３日（金）２・３年で始業式を行いました。その中で、予測のつかない時代の現実性と、

多様性の重視の前提となる「許容」「寛容」について、モンテーニュの言葉を引用して話をさせて

もらいました。実はもう一人の言葉も紹介したかったのでここで書きます。18世紀の啓蒙思想家

ヴォルテールの「あなたの意見には反対だが、それを述べる権利は命をかけて守る。」という言葉

です。近代的な寛容の象徴的考え方と言えると思います。心の持ち方で、世の中が変わります。 

〇お願い 

朝は時間に余裕をもって登校するよう願います。生活指導からも話がありましたが、昨年度の

交通事故は、33件でした。交通事故は、起きてはいけないものです。しかしながら、大事故を防

ぐためにも、自転車通学の皆さんはヘルメットを必ず着用してください。ヘルメットを着用せず

に事故にあった場合、死亡率は着用していた場合の 2.6倍だと言われています。 

 

全日制の欠席連絡は、昨年度よりオクレンジャーを利用しています。生徒の皆さんの欠席・遅

刻の状況について、ご家庭と学校が情報を密に共有していることがとても大切ですので、必ず保

護者アカウントでご連絡くださいますようお願いします。 

 

〇 班活 

本校の部活動方針を確認します。長野高校では部活動のことを「班活」といいます（新聞部、

保護者・生徒・地域の皆さんへ 
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放送部など「部」もあります）。先輩後輩のふれあいの中から社会性を身に着けたり、生涯にわた

る趣味や技術を獲得することもできます。新入生の皆さんも是非班活動に参加してください。 

Ｒ８年度 担任と副担任の先生方 

 

※ 保護者の皆様、生徒の高校生活が充実し、飛躍につながるよう長野高校職員一同、  

尽力いたします。今後とも、本校の諸活動に対し、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

1 2 3 4 5 6 7

正担任 武田　圭弘 𠮷川　瑶子 小島　幸和 佐藤　理保子 松田　圭介 市村　真理 ◎木村　貴峰

副担任 荒川　英子 伊藤　真由美
小池　裕也

佐藤　千英
矢島　翼 北澤　拓也 塚田　智彦 尾﨑　修二

正担任 蟻川　修史 杉山　大地 島倉　沙織 宮尾　淳矢 ◎相馬　孝幸 小池　直樹 小松　瑛賢

副担任 山口　武 小高　清恵
小川　裕己

ジョナサン・エドワーズ

赤塩　仁

清水　俊佑
高橋　史周 高橋　佑季 寺澤　学

正担任 小林　美恵子 志津　享 ◎手塚　理実 夏目　涼 徳竹　恵美子 松本　祐子 ブリザードマルティノー史

副担任 水野　英明 市村　渉 穂谷　千尋 佐藤　優奈 海沼　孝典 東　星吾 伊藤　雅道
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令和８年度長野県長野高等学校 部活動方針           令和８年４月 

〇目標：運動部ならびに文化部の活動は、本校生徒会と共に、生徒による自主活動の一翼を担うものであ

り、その活動を通して生徒自身の運動技能の向上または文化的素養の発展を目的とし、校訓である

「質実剛健」「和衷協同」「至誠一貫」の実現を目指す。 

〇運営方針：部活動を生徒の多様な学びの場の一つとして積極的に活用し、教育的意義のある運営を行う。 

① 休養日の設定 

  原則として、週当たり 2日以上の休養日を設ける。 

  平日は少なくとも 1日、土曜日及び日曜日（以下週末という）は少なくとも１日以上を休養日とする。

ただし、週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替えるなど、柔軟に対応する。

（１～３か月以内の対応が望ましいが、最低でも年間の中で対応する。） 

② 活動時間 

  1日の活動時間（＊）は、平日及び学校の休業日（学期中の週末を含む）とともに、長くとも３時間程

度とし、平日は、原則 19時までの活動とする。ただし、大会や練習試合等で、基準とする１日の活動

時間を上回る場合には、他の日の活動時間を調整するなど工夫する。 

＊「活動時間」とは、運動部・文化部ともに県の方針で示されている通り 

③ 長期休業中の休養日・活動時間 原則として、上記の①・②に準じた扱いを行う。 

④ 各班の運営における留意点 

  1人の顧問だけで運営を行うのではなく、複数の顧問で情報を共有しながら連携して行う。 

〇指導体制の工夫：・外部の人材、外部講師の活用 ・各種団体や社会体育等との連携 

〇その他：・各班の年間予定と活動時間について 

上記運営方針の①～④に基づいて、各班の顧問は計画し、適宜情報を関係者へ提供する。 


